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鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

鳥取市条例第６号 

鳥取市自家用有償バス条例の一部を改正する条例 

 鳥取市自家用有償バス条例（平成１８年鳥取市条例第３７号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条第１項の表中「和奈見・国英線」を「和奈見線」に、「河原町佐貫、河原町三

谷、河原町山手」を「河原町佐貫」に改め、同条第２項第１号中「和奈見・国英線」

を「和奈見線」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 


